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「空白の一日」廃止の利点
これまでに改善されてきた事柄は以下です。

新たに得た改善は以下の事柄です。

2020年度の夏季一時金から不利益は解消
これまで、12月1日以前から年度をこえて臨時で任用さ

れていた方の多くは、3月31日の一日が「空白」とされて

いました。そのため、4月1日からも続けて任用されてい

ても夏季一時金の期末手当部分が２０％減額されていま

したが、これが解消されて１００％の支給となります。

2019年4月1日以降の任用者の退職金は
退職時まで通算されて支給

従来は、常勤講師の方は3月30日で一度退職となり、4

月1日以降に任用される場合でも、退職金が一旦支給され

ていました。

「空白の一日」廃止で任用は継続され、勤続年数が通

算されるので退職金の支給率が上がります。採用試験に

合格すれば、定年まで通算された計算で支給されます。

これまで退職金が支給されなかった臨時の技能労務職・

行政職にも退職金が支給されるようになります。

2019年4月1日以降の臨時的任用者の社会保険
→ 一年経過で共済組合へ加入

臨時的任用者は、連続して13月目（一年経過後）から、

公立学校共済組合員となり、医療給付などの短期給付事

業や人間ドック、資金等の貸付事業など、福利厚生制度

を正規職員と同等に利用できます。

臨時的任用者へのその他の改善点

臨時的任用者の待遇改善での残課題
「空白の一日」廃止後も課題は残っています。例えば、

給料表が正規教員は２級、臨時教員は１級と違いがあり

ます。今後も残課題解消のため要求を続けていきます。

全教職員配布

１．年度を超えた年休の繰り越しが可能

２．社会保険の継続が可能

１．2019年12月1日以前からの臨時的任用者の一時金

→ 2020年夏季一時金からは満額支給

２．2019年4月1日以降の臨時的任用者の退職金

→ 退職時まで通算で計算され支給

３．2019年4月1日以降の臨時的任用者の社会保険

→ 一年経過で共済組合へ加入

※すべて任用日より連続して臨時的任用の職にある場合

２級適用の号給上限撤廃(2019年4月から)
※ただし、正規職員と同じく、５５歳で昇給は停止

2019年4月1日任用 → 2019年夏季一時金一部減額支給

→ 2019年冬季一時金満額支給

→ 2020年3月31日勤務 → 2020年夏季一時金満額支給


